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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体を撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段により取得した前記物体の撮像画像によって、前記物体が対象物か否かを
識別する対象物識別手段と、
　前記物体の位置を測定する対象物位置検出手段と、
　前記撮像手段の位置を測定する自己位置測定手段と、
　静止物体の位置と、前記撮像手段の位置と、前記静止物体及び前記撮像手段の位置にお
ける前記静止物体の画像とを対応付けて記憶した地図データベースと、
　前記対象物位置検出手段により測定された前記物体の位置と、前記自己位置測定手段に
より測定された前記撮像手段の位置とに対応する前記静止物体の画像を、前記地図データ
ベースから抽出する地図データ参照手段と、
　前記対象物識別手段により対象物と識別された前記物体の前記撮像手段による撮像画像
と、前記地図データ参照手段により抽出された前記物体の位置と前記撮像手段の位置とに
対応する前記静止物体の画像との一致度を比較する画像一致度比較手段と、を備え、
　前記対象物識別手段は、前記一致度が閾値以上のときは、前記対象物と識別した物体を
以後対象物と識別しない、認識装置。
【請求項２】
　物体を撮像する撮像手段と、
　静止物体の位置と、前記撮像手段の位置と、前記静止物体及び前記撮像手段の位置にお
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ける前記静止物体の画像とを対応付けて記憶した地図データベースと、
　前記物体が静止しているか否かを判定するとともに前記物体が対象物か否かを識別する
静止物判定手段と、
　前記物体の位置を測定する対象物位置検出手段と、
　前記撮像手段の位置を測定する自己位置測定手段と、
　前記静止物判定手段により静止していると判定され、かつ前記静止物判定手段により対
象物と識別された前記物体の前記撮像手段による撮像画像を、前記対象物位置検出手段が
測定した前記物体の位置と、前記自己位置測定手段が測定した前記撮像手段の位置と対応
付けて、前記地図データベースに静止物体候補の画像として登録する地図データ登録手段
と、を備える地図データ作成装置。
【請求項３】
　前記撮像手段により取得した前記物体の撮像画像によって、前記物体が対象物か否かを
識別する対象物識別手段と、
　前記対象物位置検出手段により測定された前記物体の位置と前記自己位置測定手段によ
り測定された前記撮像手段の位置とに対応する前記静止物体候補の画像を、前記地図デー
タベースから抽出する地図データ参照手段と、をさらに備え、
　前記対象物識別手段により対象物と識別され前記静止物判定手段により静止していると
判定された前記物体の前記撮像手段による撮像画像と、前記地図データ参照手段により抽
出された前記物体の位置と前記撮像手段の位置とに対応する静止物体の画像との一致度を
比較する画像一致度比較手段をさらに備え、
　前記地図データ登録手段は、前記画像一致度比較手段が比較した前記一致度が閾値以上
のときは、前記静止物体候補の一致回数として、１を加えた数値を前記地図データベース
に登録する、請求項２に記載の地図データ作成装置。
【請求項４】
　前記地図データ登録手段は、前記静止物体候補の一致回数が閾値以上のときは、前記地
図データベースに前記静止物体候補の画像を静止物体の画像として登録する、請求項３に
記載の地図データ作成装置。
【請求項５】
　撮像手段により物体を撮像する撮像ステップと、
　前記撮像ステップで取得された前記物体の撮像画像によって、前記物体が対象物か否か
を識別する対象物識別ステップと、
　前記物体が静止しているか否かを判定する静止物判定ステップと、
　前記物体の位置を測定する対象物位置検出ステップと、
　前記撮像手段の位置を測定する自己位置測定ステップと、
　前記対象物位置検出ステップで測定した前記物体の位置と、前記自己位置測定ステップ
により測定した前記撮像手段の位置とに対応する静止物体の画像を、前記静止物体の位置
と、前記撮像手段の位置と、前記静止物体及び前記撮像手段の位置における前記静止物体
の画像とが対応付けて記憶された地図データベースから抽出する地図データ参照ステップ
と、
　前記対象物識別ステップで対象物と識別され前記静止物判定ステップで静止していると
判定された前記物体の撮像画像と、前記地図データ参照ステップで抽出した前記物体の位
置と前記撮像手段の位置とに対応する静止物体の画像との一致度を比較する画像一致度比
較ステップと、を含み、
　前記対象物識別ステップでは、前記一致度が閾値以上のときは、前記対象物と識別した
物体を以後対象物と識別しない認識方法。
【請求項６】
　前記静止物判定ステップで静止していると判定された前記物体の撮像画像を、前記対象
物位置検出ステップで測定された前記物体の位置と前記撮像手段の位置とに対応付けて、
前記地図データベースに静止物体候補の画像として登録する地図データ登録ステップをさ
らに含む請求項５に記載の認識方法。
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【請求項７】
　前記地図データ参照ステップは、前記対象物位置検出ステップで測定された前記物体の
位置と、前記自己位置測定ステップにより測定した前記撮像手段の位置とに対応する前記
静止物体候補の画像を、前記地図データベースから抽出し、
　前記画像一致度比較ステップは、前記対象物識別ステップで対象物と識別された前記物
体の撮像画像と、前記地図データ参照ステップで抽出された前記物体の位置に対応する静
止物体候補の画像との一致度を比較し、
　前記地図データ登録ステップは、前記一致度が閾値以上のときは、前記静止物体候補の
一致回数として、１を加えた数値を前記地図データベースに登録する、請求項６に記載の
認識方法。
【請求項８】
　前記地図データ登録ステップは、前記静止物体候補の一致回数が閾値以上のときは、前
記地図データベースに前記静止物体候補の画像を静止物体の画像として登録する、請求項
７に記載の認識方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば道路上の歩行者等の物体を認識するための認識装置、地図データ作成
装置および認識方法に関し、特には静止物体との誤検出を防止しつつ対象物を認識するた
めの認識装置、地図データ作成装置および認識方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の歩行者等の物体を認識するための技術としては、例えば特許文献１に記載されて
いるものが知られている。この技術では、地図データベースに登録された静止物の位置情
報を利用し、地図データベースから求めた装置から静止物までの距離である基準距離と、
装置に設けられた複数のカメラの画像をステレオ処理して求めた視認距離とを比較する。
そして、この技術では、視認距離が基準距離より短い静止物の手前の画素のみを抽出し、
抽出された画素のみで構成される画像から物体を検出することで、画像処理の負担を軽減
することが提案されている。
【特許文献１】特開２００４－１７１１６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記の技術では、静止物の手前の画素のみで構成される画像から物体を
検出しているものの、当該画像から物体を検出する手法自体は、連続する画像の差分と背
景の動きとに基づいて移動物体の領域を検出し、移動物体の領域を抽出する手法を用いて
いるため、歩行者等の対象物が静止している場合には、対象物を静止物体と誤認しやすい
という欠点がある。
【０００４】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、静止物体との誤検出
を一層防止しつつ対象物を認識するための認識装置、地図データ作成装置および認識方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、物体を撮像する撮像手段と、撮像手段により取得した物体の撮像画像によっ
て、物体が対象物か否かを識別する対象物識別手段と、物体の位置を測定する対象物位置
検出手段と、予め記憶された静止物体の位置と、当該位置における静止物体の画像とを対
応付けて記憶した地図データベースと、対象物位置検出手段により測定された物体の位置
に対応する静止物体の画像を、地図データベースから抽出する地図データ参照手段と、対
象物識別手段により対象物と識別され静止物判定手段により静止していると判定された物
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体の撮像手段による撮像画像と、地図データ参照手段により抽出された物体の位置に対応
する静止物体の画像との一致度を比較する画像一致度比較手段と、を備え、対象物識別手
段は、一致度が閾値以上のときは、対象物と識別した物体を以後対象物と識別しない認識
装置である。
【０００６】
　この構成によれば、撮像手段は物体を撮像し、対象物識別手段は物体が対象物か否かを
識別し、対象物位置検出手段は物体の位置を測定し、地図データベースは、予め記憶され
た静止物体の位置と、当該位置における静止物体の画像とを対応付けて記憶し、地図デー
タ参照手段は、対象物位置検出手段により測定された物体の位置に対応する静止物体の画
像を地図データベースから抽出するため、地図データベースから検証の基礎となる静止物
体の画像を抽出することができる。
【０００８】
　そして、画像一致度比較手段は、物体の撮像画像と物体の位置に対応する静止物体の画
像との一致度を比較し、対象物識別手段は、一致度が閾値以上のときは、対象物と識別し
た物体を以後対象物と識別しないため、撮像した物体の画像と地図データベースに登録さ
れた静止物体の画像とを直接比較して、一致度が高い物は静止物体として対象物から除く
ことができ、静止物体との誤検出を一層防止しつつ対象物を認識することができる。
【０００９】
　また、本発明の別の態様によれば、位置と、当該位置における静止物体の画像とを対応
付けて記憶した地図データベースと、物体を撮像する撮像手段と、物体が静止しているか
否かを判定する静止物判定手段と、物体の位置を測定する対象物位置検出手段と、静止物
判定手段により静止していると判定された物体の撮像手段による撮像画像を、対象物位置
検出手段が測定した物体の位置と対応付けて、地図データベースに静止物体候補の画像と
して登録する地図データ登録手段と、を備える、地図データ作成装置が提供される。
【００１０】
　この構成によれば、静止物判定手段により静止していると判定され、実際に静止物であ
る可能性がある物体の撮像画像を地図データベースに静止物体候補の画像として登録する
ため、地図データベースの内容を更新することができる。
【００１１】
　この場合、地図データ参照手段は、対象物位置検出手段により測定された物体の位置に
対応する前記静止物体候補の画像を、地図データベースから抽出し、対象物識別手段によ
り対象物と識別され静止物判定手段により静止していると判定された物体の撮像手段によ
る撮像画像と、地図データ参照手段により抽出された物体の位置に対応する静止物体の画
像との一致度を比較する画像一致度比較手段をさらに備え、地図データ登録手段は、画像
一致度比較手段が比較した一致度が閾値以上のときは、静止物体候補の一致回数として、
１を加えた数値を地図データベースに登録する、ことが好適である。
【００１２】
　この構成によれば、静止物体候補の画像に基づいて、物体が実際に静止物体か否かを判
定し、一致度が閾値以上のときは一致回数に１を加えた数値を地図データベースに登録す
るため、静止物体候補が実際に静止物体である可能性の高さを更新することができる。
【００１３】
　この場合、地図データ登録手段は、静止物体候補の一致回数が閾値以上のときは、地図
データベースに静止物体候補の画像を静止物体の画像として登録することが好適である。
【００１４】
　この構成によれば、地図データ登録手段は、静止物体候補の一致回数が閾値以上のとき
は、地図データベースに静止物体候補の画像を静止物体の画像として登録するため、静止
物体候補の内で実際に静止物体である信憑性が高い物体を静止物体として登録し直すこと
ができる。
【００１５】
　また、本発明の別の態様によれば、物体を撮像する撮像ステップと、撮像ステップで取
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得された物体の撮像画像によって、物体が対象物か否かを識別する対象物識別ステップと
、物体が静止しているか否かを判定する静止物判定ステップと、物体の位置を測定する対
象物位置検出ステップと、対象物位置検出ステップで測定した物体の位置に対応する静止
物体の画像を、位置と当該位置における静止物体の画像とが対応付けて記憶された地図デ
ータベースから抽出する地図データ参照ステップと、対象物識別ステップで対象物と識別
され静止物判定ステップで静止していると判定された物体の撮像画像と、地図データ参照
ステップで抽出した物体の位置に対応する静止物体の画像との一致度を比較する画像一致
度比較ステップと、を含み、対象物識別ステップでは、一致度が閾値以上のときは、対象
物と識別した物体を以後対象物と識別しない認識方法が提供される。
【００１６】
　この場合、静止物判定ステップで静止していると判定された物体の撮像画像を、対象物
位置検出ステップで測定された物体の位置と対応付けて、地図データベースに静止物体候
補の画像として登録する地図データ登録ステップと、をさらに含むことが、地図データベ
ースの内容を更新することができるため、好適である。
【００１７】
　この場合、地図データ参照ステップは、対象物位置検出ステップで測定された物体の位
置に対応する静止物体候補の画像を、地図データベースから抽出し、画像一致度比較ステ
ップは、対象物識別ステップで対象物と識別された物体の撮像画像と、地図データ参照ス
テップで抽出された物体の位置に対応する静止物体候補の画像との一致度を比較し、地図
データ登録ステップは、一致度が閾値以上のときは、静止物体候補の一致回数として、１
を加えた数値を地図データベースに登録することが、静止物体候補が実際に静止物体であ
る可能性の高さを更新することができるため、好適である。
【００１８】
　この場合、地図データ登録ステップは、静止物体候補の一致回数が閾値以上のときは、
地図データベースに静止物体候補の画像を静止物体の画像として登録することが、静止物
体候補の内で実際に静止物体である信憑性が高い物体を静止物体として登録することがで
きるため、好適である。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の認識装置、地図データ作成装置および認識方法によれば、静止物体との誤検出
を一層防止しつつ対象物を認識することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態に係る認識装置、地図データ作成装置および認識方法につい
て添付図面を参照して説明する。
【００２１】
　図１は、本発明に係わる認識装置の一実施形態の構成を示す機能ブロック図である。本
実施形態の認識装置１は、例えば自動車等の車両に搭載され、道路上の歩行者等の物体を
道路上のガードレール、看板、電柱、樹木等と区別して認識するものである。
【００２２】
　図１に示すように、本実施形態の認識装置１は、撮像装置（撮像手段）２と、対象物位
置検出装置（対象物位置検出手段）３と、データ処理装置４とを備えている。撮像装置２
は、歩行者等の物体を撮像して撮像画像を取得する物である。本実施形態においては、撮
像装置２は可視光カメラであっても、赤外線カメラであっても良い。
【００２３】
　対象物位置検出装置３は、物体の緯度および経度等の絶対位置を測定する物である。あ
るいは対象物位置検出装置３は、緯度、経度以外にも高さ（Altitude）を測定する物であ
っても良い。対象物位置検出装置３は、例えばＧＰＳ（Global Positioning System）の
ような自己位置測定システムとレーザーレーダーのような測距装置とを組み合わせること
で実現できる。簡易には、対象物位置検出装置３は、複数のカメラで構成された撮像装置
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２から取得した画像をステレオ処理することで求めた距離と、自己位置測定システムとを
組み合わせた物でも良い。なお、ランドマークとして設計された物体等であって、物体そ
のものに絶対位置が設定されている場合は、当該絶対位置の値をそのまま認識装置１で適
用しても良い。
【００２４】
　データ処理装置４は、撮像装置２により取得された撮像画像と、対象物位置検出装置３
により得られた位置情報とを処理する物である。
【００２５】
　以下、図１に基づいてデータ処理装置４について説明する。データ処理装置４は、対象
物候補探索部５と、対象物識別部（対象物識別手段）６と、静止物判定部（静止物判定手
段）７と、地図データ参照部（地図データ参照手段）８、地図データベース９と、画像一
致度比較部（画像一致度比較手段）１０と、一致回数カウント部（一致回数カウント手段
）１１と、地図データ登録部（地図データ登録手段）１２とを有している。
【００２６】
　対象物候補探索部５は、撮像装置２から入力された撮像画像に対して、画像の一部を抽
出し、学習パターンを収集すべき対象物の候補を探索する物である。
【００２７】
　対象物識別部６は、対象物候補探索部５から入力された画像により、当該物体が対象物
であるか否かの識別を行う物である。この識別を、対象物識別部６は、以前に学習によっ
て獲得した識別手法を用いて行う。当該学習手段は、ＳＶＭやVoila & Jones法を適用す
ることができる。後述するように対象物識別部６は、画像一致度比較部１０または地図デ
ータ登録部１２から物体が静止物体である旨の指令を受けたときは、当該物体の対象物と
しての認識を中断し、以後、当該物体を対象物と識別しない。
【００２８】
　静止物判定部７は、物体が静止しているか否かを判定する物である。この静止している
か否かの判定は、簡単には、撮像装置２からの撮像画像を判定に利用し、少なくとも２回
以上ある誤差以下の絶対位置の範囲内に同一の物体が観測されることをもって、静止と判
定すれば良い。画像を利用した同一の物体であるか否かの判定は、複数回の観測が十分な
時間内に行われているのであれば、単純なテンプレートマッチングを適用することができ
る。静止の判定には、その他にも、画像処理で追跡を行うことや、物体の動きをオプティ
カルフローから求める方法等を適用することができる。
【００２９】
　地図データ参照部８は、対象物位置検出装置３により測定された物体の位置に対応する
静止物体あるいは静止物体候補の画像を、地図データベース９から抽出する物である。地
図データ参照部８は、測定された物体の絶対位置をクエリーにして、地図データベース９
に静止物体等の画像データが存在するか否かの検索を行う。地図データ参照部８は、地図
データベース９のデータサイズを大きくできる場合には、物体の絶対位置と認識装置１自
体の絶対位置との組をクエリーにして検索する物であっても良い。認識装置１からの物体
の見え方は、認識装置１の絶対位置によっても変わってくるため、認識装置１の絶対位置
を考慮することにより、より正確な認識が可能となる。
【００３０】
　地図データベース９は、絶対位置と、当該絶対位置における静止物体あるいは静止物体
候補の画像とを対応付けて記憶する物である。図２は、図１に示す地図データベース９に
記憶された情報の一例を示す表である。図２に示すように、地図データベース９に記憶さ
れる情報には、具体的な道路地図が含まれている必要はなく、物体の絶対位置（緯度，経
度）、静止物体あるいは静止物体候補の画像（図２には画像データＮｏで示す）、一致回
数および静止物体か静止物体候補であるかの対応関係が含まれていれば十分である。
【００３１】
　物体の絶対位置には物体の高度が含まれていても良い。また、地図データ参照部８が物
体の絶対位置と認識装置１自体の絶対位置との組をクエリーにする物である場合は、物体
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の絶対位置、静止物体等の画像、一致回数に加えて認識装置１自体の絶対位置が対応付け
て記憶される。あるいは地図データベースは、静止物体候補の画像を取得および参照した
時間や、物体の大きさ等の属性を含めて記憶しても良い。例えば、時間も含めて記憶した
場合、定期的（６ヶ月等）に地図データの保守をする際に、ある時間の経過を境に参照さ
れていないデータの削除をすることが可能となる。
【００３２】
　地図データベース９は、地図データベース参照部８からのクエリーである絶対位置に測
定誤差を加えた範囲内に該当する静止物体の画像データがあるときは、その画像データを
地図データ参照部８に返す。この返される画像データは複数であっても良い。
【００３３】
　図１に戻り、画像一致度比較部１０は、静止物判定部７により静止していると判定され
た物体の撮像画像と、地図データ参照部８により抽出された物体の位置に対応する静止物
体あるいは静止物体候補の画像との一致度を比較する物である。地図データ参照部８によ
り抽出された一つの絶対位置に対応する画像データが複数あるときは、一致度の判定をそ
れらの画像データごとに行う。この一致度の判定は、簡易にはテンプレートマッチングや
その拡張手法を適用することができる。また一致度の判定方法には、その他にも、画像の
特徴点を抽出し特徴点同士で対応をとる方法等を適用することができる。画像一致度比較
部１０は、判定された一致度が所定の閾値以下の場合は一致と判定する。画像一致度比較
部１０は、物体の撮像画像と静止物体の画像とが一致すると判定した場合は、対象物識別
部６に当該物体は静止物体である旨の指令を送信し、対象物識別部６は、以後、当該物体
を対象物と認識しない。
【００３４】
　一致回数カウント部１１は、物体の画像と、その位置に対応する静止物体候補の画像と
が画像一致比較部１０によって一致と判定された回数を計数する物である。
【００３５】
　地図データ登録部１２は、静止物判定部７により静止していると判定された物体の撮像
画像と、対象物位置検出装置３が測定した物体の位置と、一致回数カウント部１１により
計数された一致回数とを対応付けて、地図データベース９に静止物体候補の画像として登
録する物である。また、地図データ登録部１２は、一致回数カウント部１１が計数した一
致回数が所定の閾値以上となったときは、地図データベース９に登録されていた静止物体
候補の画像を静止物体の画像として登録する。閾値の最小値は、１である。これは、ある
物体の撮像画像が新たに静止物体候補（一致回数０）として登録された後、同じ撮像画像
が静止画像候補の画像と一致していると判定された場合は、以後、当該物体を静止物体と
して扱うことを意味する。実際には静止物体ではない物を誤って静止物体として登録しな
いために、一般的には、閾値は１０回以上であることが望ましい。さらに、地図データ登
録部１２は、一致回数カウント部１１が計数した一致回数が閾値以上となったときは、当
該物体は静止物体である旨の指令を対象物識別部６に送信し、対象物識別部６は、当該物
体の対象物としての認識を中断し、以後、当該物体を対象物と認識しない。
【００３６】
　図３は、上記の認識装置１による処理手順を示すフローチャートである。このフローチ
ャートを用いて認識装置１の動作を説明する。
【００３７】
　まず、撮像装置２から入力された物体の撮像画像に対して、対象物候補探索部５は対象
物候補探索を行う（図３のＳ１）。対象物候補探索は、撮像画像の全体あるいは一部をサ
ブウィンドウのような撮像画像より小さい領域で切り出すような処理である。例えば、こ
の対象物候補探索は、図４（ａ）～（ｄ）に示すように、対象物候補となり得るカードレ
ール２１、看板２２、歩行者２３、電柱２４、樹木２５等を囲う処理枠２０で撮像画像を
切り出すことにより行うことができる。あるいは、この対象物候補探索は、撮像画像の全
体あるいは一部に対して、特徴点抽出処理（例えばコーナー検出）を行い、抽出された特
徴点の近傍の画像を切り出すことによっても行うことができる。図４の例では、図４（ｃ
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）において歩行者２３を処理枠２０内に捉えている以外は、ガードレール２１等の静止物
体を誤って対象物候補として認識している。
【００３８】
　図３に戻り、対象物候補探索により切り出された画像に対して、対象物識別部６は対象
物識別を行い、当該画像にかかる物体が対象物であるか否かを判定する（図３のＳ２）。
対象物識別部６は、対象物識別を行った後、当該画像と識別結果とを静止物判定部７に送
る。
【００３９】
　対象物位置検出装置３は、対象物として識別された物体の絶対位置を測定する（図３の
Ｓ３）。対象物位置検出装置３は、検出した物体の絶対位置を地図データ参照部８に送る
。静止物判定部７は、対象物として識別された物体が静止しているか否かの判定を行う（
図３のＳ４）。なお、図３の例では、Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４の順に処理を行っているが
、Ｓ１，Ｓ２およびＳ４の各々の処理の前後に、Ｓ３の対象物位置測定の処理を行うこと
ができ、その順序は問わない。
【００４０】
　地図データ参照部８は、静止物判定部７により静止していると判定された物体について
、対象物位置検出装置３により測定された当該物体の絶対位置（緯度、経度）をクエリー
にして、地図データベース９に当該絶対位置に対応する画像データが存在するか否かの検
索を行う（図３のＳ５）。地図データベース９は、当該絶対位置に対応する静止物体ある
いは静止物体候補の画像データを返す。
【００４１】
　画像一致度比較部１０は、絶対位置に対応する静止物体あるいは静止物体候補の画像デ
ータが存在する場合は、それらの撮像装置２による物体の撮像画像との一致度を判定する
（図３のＳ６）。もし、図３のＳ５の処理で対応する画像データが存在しない場合、ある
いは図３のＳ６の処理で不一致と判定された場合は、一致回数カウント部１１は一致回数
を０に計数し、地図データ登録部１２は、当該物体の撮像画像を静止物体候補の画像とし
て、当該絶対位置、一致回数０と対応付けて地図データベース９に登録する（図３のＳ７
）。
【００４２】
　もし、図３のＳ６の処理で一致と判定された場合は、物体の撮像画像が静止物体の画像
と一致するときは（図３のＳ８）、画像一致度比較部１０は、当該物体は静止物体である
旨の指令を対象物識別部６に送信し、対象物識別部６は、以後、当該物体を対象物と認識
しない（図３のＳ１１）。図３のＳ６の処理で一致と判定された場合であって、物体の撮
像画像が静止物体候補の画像と一致するときは、その画像データの一致回数と設定した閾
値との比較を行う（図３のＳ９）。この場合、図３のＳ９の処理で一致回数が閾値未満で
あった場合は、一致回数カウント部１１は一致回数に１を加算する（図３のＳ１０）。一
方、図３のＳ８の処理で一致回数が閾値以上であった場合は、その物体は静止物体である
と判定し、地図データ登録部１２は、当該画像データを静止物体の画像として地図データ
ベース９に登録する。また、地図データ登録部１２は、当該物体は静止物体である旨の指
令を対象物識別部６に送信し、対象物識別部６は、当該物体の対象物としての認識を中断
し、以後、当該物体を対象物と認識しない（図３のＳ１１）。
【００４３】
　本実施形態では、撮像装置２は物体を撮像し、対象物識別部６は物体が対象物か否かを
識別し、静止物判定部７は対象物識別部６により対象物と識別された物体が静止している
か否かを判定するため、検証する対象を静止物と誤認しやすい物体に絞ることができる。
【００４４】
　また、対象物位置検出装置３は物体の位置を測定し、地図データベース９は位置と静止
物体の画像とを対応付けて記憶し、地図データ参照部８は対象物位置検出装置３により測
定された物体の位置に対応する静止物体の画像を地図データベース９から抽出するため、
地図データベース９から検証の基礎となる静止物体の画像を抽出することができる。
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【００４５】
　そして、画像一致度比較部１０は、物体の撮像画像と物体の位置に対応する静止物体の
画像との一致度を比較し、対象物識別部６は、一致度が閾値以上のときは、対象物と識別
した物体を以後対象物と識別しないため、撮像した物体の画像と地図データベース９に登
録された静止物体の画像とを直接比較して、一致度が高い物は静止物体として対象物から
除くことができ、静止物体との誤検出を一層防止しつつ対象物を認識することができる。
【００４６】
　また、本実施形態では、静止物判定部７により静止していると判定され、実際に静止物
である可能性がある物体の撮像画像を地図データベース９に静止物体候補の画像として登
録するため、地図データベース９の内容を更新することができる。また、静止物体候補の
画像に基づいて、物体が実際に静止物体か否かを判定し、一致度が閾値以上のときは一致
回数に１を加えた数値を地図データベース９に登録するため、静止物体候補が実際に静止
物体である可能性の高さをも更新することができる。
【００４７】
　さらに、地図データ登録部１２は、静止物体候補の一致回数が閾値以上のときは、地図
データベース９に静止物体候補の画像を静止物体の画像として登録するため、静止物体候
補の内で実際に静止物体である信憑性が高い物体を静止物体として登録し直すことができ
る。
【００４８】
　本実施形態においては、地図データベース９に記憶される静止物体は高い頻度で検出対
象物として誤検出されるものに限定しているため、コンパクトなデータベースを実現でき
る。また、地図データベース９の利用方法は、物体の撮像画像と静止物体の画像とを直接
比較する方法であるため、物体の撮像画像は単眼カメラで取得したものでも適用でき、必
ずしも複数のカメラによるステレオ処理等を必要としない。
【００４９】
　尚、本発明の認識装置、地図データ作成装置および認識方法は、上記した実施の形態に
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得る
ことは勿論である。
 
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明に係わる認識装置の一実施形態の構成を示す機能ブロック図である。
【図２】図１に示す地図データベースに記憶された情報の一例を示す表である。
【図３】図１に示す認識装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図４】図１に示す撮像装置から入力された画像に対して対象物候補探索を行った例を示
す図である。
【符号の説明】
【００５１】
１…認識装置、２…撮像装置、３…対象物位置検出装置、４…データ処理装置、５…対象
物候補探索部、６…対象物識別部、７…静止物判定部、８…地図データ参照部、９…地図
データベース、１０…画像一致度比較部、１１…一致回数カウント部、１２…地図データ
登録部、２０…処理枠、２１…ガードレール、２２…看板、２３…歩行者、２４…電柱、
２５…樹木。
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